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安全衛生・保安管理システム

環境マネジメントシステム

製油所では労働安全衛生法に基づく安全衛生管理システムおよび高圧ガス保安法に基づく保安管
理システムに関し、両システムの共通点が多いことから「安全衛生・保安管理システム」として共通部分
については一体化して、組織的・継続的に安全衛生・保安管理の改善に取り組んでいます。このシステ
ムが確実に運用されていることを確認するため、製油所内部での監査を年１回、本社による監査を年１
回実施しています。製油所では以下の安全衛生方針と保安管理方針を策定し、安全衛生・保安管理シス
テムのPDCA（Plan－Do－Check－Act）サイクルを回すことで継続的な改善を行っています。

また、高圧ガス保安法の「認定完成・保安検査実施者認定」、労働安全衛生法の「ボイラー等の開放検
査周期に係る認定」で設備管理および保安管理の一定の技術要件を満たす事業者として認められ、装
置の連続運転を行っています。

当所は、環境保全への積極的な取り組みが企業の社会的責務である
という認識のもと、地球環境の保全に貢献すべく、以下のとおり環境方
針を定める。

当所は、当社の企業理念である「安全の確保と地球環境の保
全」を行動の規範とし、環境にやさしい製品の供給、環境保全装
置の安定運転等により地域及び地球環境の保全に取り組む。

当所は、事業活動が環境に与える影響を認識し、環境への負荷
低減を図るために環境マネジメントシステムを継続的に改善する。

当所は、環境の汚染を予防するために資源とエネルギー消費の
節減、並びに有効利用に努める。

当所は、環境に関する法令、協定等を遵守することはもとより、必
要な自主基準を設定し、実践する。

当所は、この環境方針を達成するために、具体的な環境目的及び
目標、並びに活動のプログラムを策定し、実行する。これらは定期
的に見直す。

この環境方針は、全従業員及び関係者に周知するとともに、社外
へも公表する。
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製油所では、環境マネジメントシステムを構築し、このシステムの国際規格であるISO 14001の認証
を取得、組織的・継続的に環境改善に取り組んでいます。

社内の監査員による年１回の監査を実施し、また、外部の審査員による年１回の審査を実施してシステ
ムが適切に運用されていることを確認しています。

ISO 14001は、２０１５年に大幅な規格の改正が行われました。２０１７年２月に（一財）日本品質保証機
構（ＪＱＡ）による定期外部審査に合わせ移行審査も受け、今までと同様に適切に運用されていることが
確認され、ISO 14001：2015での運用を行っています。製油所では以下の環境方針を策定し、環境マ
ネジメントシステムのPDCA（Plan－Do－Check－Act）サイクルを回すことで継続的な改善を行って
います。

富士石油株式会社袖ケ浦製油所

環　境　方　針

製油所長　八木 克典

　当所は、安全衛生への積極的な取り組みにより労働災害を発生さ
せないことが最も重要であり、企業の社会的責務であるという認識のも
と、以下のとおり安全衛生方針を定める。

当所は、当社の企業理念である「安全の確保と地球環境の保全」
及び「活力に満ちた働きがいのある職場」を行動の規範とし、安全
文化の更なる醸成を図り労働災害ゼロを達成する。

当所は、事業活動における安全衛生上の検討を充分に行ない、危
険有害要因を特定し、事故・労働災害ゼロを達成するため安全衛
生管理システムを継続的に改善する。

当所は、良好なコミュニケーションのもと、ワークライフバランスを実
現することで従業員の健康の増進、快適な職場環境形成の促進
及び安全衛生水準の向上を図る。　

当所は、労働安全衛生法、関係法令等を遵守することはもとより、
必要な自主基準を設定し、実践する。また各種教育訓練等を通じ、
協力会社と一体となった安全環境意識の高揚を図る。

当所は、この安全衛生方針を達成するために具体的な安全衛生
目標、並びに安全衛生計画を策定し、実行する。これらは定期的に
見直す。

この安全衛生方針は、全従業員及び関係者に周知するとともに、
社外へも公表する。
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富士石油株式会社袖ケ浦製油所
2022年 4月 1日

安 全 衛 生 方 針

製油所長　八木 克典

　当所は、保安管理への積極的な取り組みにより、保安事故ゼロの
達成が最も重要であり、企業の社会的責務であるという認識のもと、
以下のとおり保安管理方針を定める。
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保 安 管 理 方 針

製油所長　八木 克典

ISO 14001マネジメントシステム登録証

2022年 4月 1日

■ 認証取得日　1999年3月26日

■ 認 証 機 関
　 （一財）日本品質保証機構（ＪＱＡ）

当所は、当社の企業理念である「安全の確保と地球環境の保全」を
行動の規範とし、安全文化の更なる醸成を図り安定運転、保安事故
ゼロを達成する。

当所は、事業活動が社会的責任を求められていることを認識し、事
故・トラブルを撲滅するために検査の充実、第三者アセスメントの結果
への対応、IoT・AI等のデジタル技術他先進テクノロジーの積極的活
用を図り保安管理システムの継続的改善を行う。

当所は、高度なリスクアセスメント推進体制の構築等により製造工程、
設備、運転等における保安に影響を与える危険源を特定し、そのリス
クの軽減を図る。

当所は、高圧ガス保安法及び関係法令等を遵守することはもとより、
必要な自主基準を設定し、実践する。また各種教育訓練等を通じ、協
力会社と一体となった安全環境意識の高揚を図る。

当所は、保安管理方針を達成するために具体的な保安管理目標、
並びに保安管理計画を策定し、実行する。これらは定期的に見直す。

事故や自然災害に備えた事業継続能力の強化を図る。

この保安管理方針は、全従業員及び関係者に周知するとともに、社
外へも公表する。
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